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◆審議した議案等の概要と結果 （○：賛成、┼：反対）
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◆撤回承認された陳情
●「郵政民営化見直し」に関する陳情

◆審議未了となった陳情
●(仮称)中央町２丁目・川本マンション建築での地盤沈下対策に関する陳情

会派略称：自民＝自由民主党目黒区議団　　民主＝民主･区民会議　　共産＝日本共産党目黒区議団　　独歩＝無所属･目黒独歩の会　　公明＝公明党目黒区議団　　無会派は左から氏名の50音順に表記

◆継続審査となった陳情
中目黒防衛技術研究所にあるプルトニウム239撤去を国に求める陳情ほか12件

区長提出議案等

議員提出議案

○○目黒区手数料条例の一部を改正する条例 所得税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第13号）の施行に伴い、規
定の整備を行うもの。

○ 可　決○ ○○○○

○○目黒区みどりの条例の一部を改正する条例 緑化計画書の提出を要する開発行為等の範囲について、所要の規定の整備を
行うためのもの。

○ 可　決○ ○○○○

○○平成21年度目黒区一般会計補正予算（第２号） 歳入歳出予算総額にそれぞれ3億3,690万6千円を追加し、歳入歳出を918億
7,745万8千円とするもの。 ┼ 可　決┼ ○○○○

○○平成21年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 歳入歳出予算総額にそれぞれ3億5,910万円を追加し、歳入歳出を259億649万円とするもの。 ┼ 可　決┼ ○○○○

○○平成21年度目黒区老人保健医療特別会計補正予算（第１号） 歳入歳出予算総額にそれぞれ 4,584 万 4千円を追加し、歳入歳出を9,941万 2千円とするもの。 ┼ 可　決┼ ○○○○

○○平成21年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 歳入歳出予算総額にそれぞれ 2億 4,315 万 5千円を追加し、歳入歳出を50億
3,685万6千円とするもの。 ┼ 可　決┼ ○○○○

○○平成21年度目黒区介護保険特別会計補正予算（第１号） 歳入歳出予算総額にそれぞれ 8億 783 万 3千円を追加し、歳入歳出を146 億
2,356万3千円とするもの。 ┼ 可　決┼ ○○○○

○○平成20年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について 歳入決算額1,047億9,604万4,326円(前年比9.75％)
歳出決算額978億8,344万5,440円（前年比6.02％） ┼ 認　定┼ ○○○○

○○平成20年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決
算の認定について

歳入決算額243億9,265万1,878円(前年比△0.41％)
歳出決算額231億6,672万1,111円（前年比△4.91％） ┼ 認　定┼ ○○○○

○○平成20年度目黒区老人保健医療特別会計歳入歳出決
算の認定について

歳入決算額18億7,822万8,195円(前年比△89.58％)
歳出決算額18億7,822万8,195円（前年比△89.58％） ┼ 認　定┼ ○○○○

○○平成20年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出
決算の認定について

歳入決算額44億6,327万172円
歳出決算額43億5,554万396円 ┼ 認　定┼ ○○○○

○○平成20年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の
認定について

歳入決算額141億6,340万1,824円(前年比1.25％)
歳出決算額137億5,346万606円（前年比1.87％） ┼ 認　定┼ ○○○○

○○平成20年度目黒区用地特別会計歳入歳出決算の認定
について

歳入決算額48億3,873万2,309円(前年比996.30％)
歳出決算額48億3,873万2,309円（前年比996.30％）

○ 認　定○ ○○○○

○○目黒区興津ネイチャースクール（仮称）改修工事の請負契約 契約金額2億2,999万2,000円で、株式会社イズミ・コンストラクションと契約するもの。 ○ 可　決○ ○○○○

○○目黒区教育委員会委員の任命の同意について 9月30日任期満了の土生一俊氏の後任として、清水惠一郎氏を委員に任命する
ことに同意するもの。

○ 同　意○ ○○○○

○○目黒区監査委員の選任の同意について 9月30日任期満了の大竹勲氏の後任として、横田俊文氏を委員に選任すること
に同意するもの。

○ 同　意┼ ○○○○

○○目黒区立目黒本町一丁目障害福祉施設等（仮称）新
築工事の請負契約

契約金額4億6,640万3,700円で、福田・白井建設共同企業体と契約するもの。 ○ 可　決┼ ○○○○

○○目黒区営住宅の指定管理者の指定について 上目黒一丁目アパート、青葉台一丁目アパートの指定管理者に、株式会社ビケ
ンテクノを指定するもの。 ┼ 可　決┼ ○○○○

○○人権擁護委員候補者の推薦について 追川治子氏を推薦することの可否を諮問するもの。 ○ 可として
答　申

○ ○○○○

○○人権擁護委員候補者の推薦について 小林俊孝氏を推薦することの可否を諮問するもの。 ○ 可として
答　申

○ ○○○○

○○目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例
出産育児一時金の支給額を暫定的に引き上げ、延滞金の割合の軽減期間を延
長すると共に、上場株式等に係る配当所得に係る保険料の減額の特例措置を
講じ、併せて規定の整備を行うもの。

○ 可　決○ ○○○○

○○目黒区景観条例
景観法（平成 16 年法律第 110 号）に基づき、景観計画、建築行為の規制等に
ついて必要な事項を定めることにより、良好な景観の形成を推進するためのも
の。

○ 可　決○ ○○○○

○○目黒区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 延滞金の割合の軽減期間を延長するためのもの。 ○ 可　決○ ○○○○

○○目黒区立児童遊園条例の一部を改正する条例 日向児童遊園の位置を変更するためのもの。 ○ 可　決○ ○○○○

○○「新型インフルエンザ感染拡大防止」に関する意見書 （7ページ掲載の意見書をご覧ください） ○ 可　決○ ○○○○

○○地方自治体の事業執行に支障が生じないよう求める意見書 （7ページ掲載の意見書をご覧ください） ○ 可　決┼ ○○○○

○○目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 延滞金の割合の軽減期間を延長するためのもの。 ○ 可　決○ ○○○○

○○目黒区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 貸付金の限度額を引き上げるためのもの。 ○ 可　決○ ○○○○


